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長野県企業局 春近発電所展示棟 名称募集要項 

１ 趣旨 

 長野県企業局では、２０５０ゼロカーボンの実現に向けて、再生可能エネルギーの

供給を拡大するため、新たな水力発電所の建設や既存発電所の大規模改修を進め

ています。 

なかでも春近発電所は、戦後の経済復興に必要な電力を補うため、三峰川総合

開発事業の一環として、昭和３３年に完成した県営最大の発電所で、60 余年にわた

り発電を続けてまいりましたが、このたび老朽化した施設を大規模改修し、新たな展

示棟が加わりました。 

 この展示棟は、長野県企業局の再生可能エネルギー普及拡大への取組や春近発

電所の歴史などをわかりやすく紹介する予定です。多くの皆様にお越しいただき、

「水の恵みを未来へつなぐ」取組みを感じていただける施設となるよう、この春近発

電所展示棟の「名称」を募集します。 

 

２ 募集期間 

令和８年５月 22日（金）～６月 26日（金） 

 

３ 対象施設（展示棟）のコンセプト 

【 60年のバトンを未来の君へ  ～エネルギーをつなぐ～ 】 

をテーマに、企業局の歴史の展示や発電所の操作なども体験できるシミュレーター、

春近発電所のしくみやエネルギー啓発など映像から楽しく学習できる設備を備えた

総合学習室など、水力発電所の歴史や仕組み、そして再生可能エネルギーの大切さ

を未来へつなげる展示施設です。 

 

４ 応募資格 

日本国内在住で、賞品のお届け先が日本国内の方でしたら、どなたでも応募可能

（年齢不問）です。ただし長野県職員及びその家族は応募できません。 

なお、応募は一人につき１点のみとします。（複数応募は無効） 

また、未成年の方は、保護者の同意が必要です。（ご応募いただく際に保護者の

方の氏名及び電話番号を応募フォームへご入力いただく必要があります。） 

 

５ 募集作品の条件 

（１）応募名称は、15文字以内を目安とする。 

（2）施設の内容やコンセプトがイメージできるものであること。 

(3)親しみやすく、呼びやすいこと。 

(4)既に商標登録されているもの、他の名称や商標などに類似しているものは選考

対象外です。 
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(5)第三者の著作権その他の知的財産権や肖像権その他の権利を侵害するもの、

公序良俗に反するもの、または反する恐れのあるもの、特定の個人・団体が利

益を受けるもの、他人を誹謗中傷するもの、その他長野県企業局が不適切と判

断するものは無効とします。 

 

６ 応募方法 

（１）ご応募はインターネット（専用ホームページ）から受け付けます。 

  電話、FAX、電子メール、郵送による応募は受け付けません。 

（2）施設の名称、名称に込めた思い、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年

月日、職業を記入してください。 

(3)作品は、自作で未発表のものに限ります。 

 

７ 賞品 

(1)最優秀賞（採用作品）１点：QUOカード５万円分 

    ※採用名称と同一の応募が複数あった場合は、応募人数に応じて賞品を均等

に分配しますのでご了承ください。 

(2)参加賞（抽選） 20名様：プレミアム発電所カードセット 

※「春近発電所」「美和発電所」「高遠ダム」の大規模改修工事竣工記念プレミア

ムカード（全３枚）と長野県企業局がこれまでに発行した発電所プレミアムカー

ド全 15 枚（１２発電所分）の合計１８枚のカードを１セットとして 20 名様にプレ

ゼント 

※参加賞当選者の発表は賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。 

※参加賞当選者への賞品は令和８年８月末までに発送する予定です。 

※「春近発電所」「美和発電所」「高遠ダム」の大規模改修工事竣工記念プレミア

ムカード（全３枚）は今後製作予定ですので内容は未定です。 

 

８ 審査及び決定方法 

(1)最優秀賞（採用作品） 

①最優秀賞の採用作品は長野県において候補を選定し、最終決定します。 

②採用作品決定後に受賞者にご連絡しますが、発表は令和８年 7 月 31 日（金）

に予定している「春近発電所ほか大規模改修工事竣工式（仮称）」の式典中に

おいて発表する予定です。式典後に長野県ホームページなどで公表します。 

(２)参加賞 

①参加賞はご応募いただいた方の中から抽選で決定します。 

②参加賞当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきますので、参

加賞当選者への連絡はいたしません。 
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９ 注意事項 

（１）応募に必要な費用は、全て応募者の負担とします。 

（2）応募は一人一点とします。（2 点以上の複数応募の場合はすべて無効としま

す。） 

(3)採用作品の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む）、

商標権その他一切の権利は、長野県に帰属するものとします。 

(4)応募者は、採用作品について著作者人格権を行使しないものとします。 

(5)採用作品の発表時に、応募者の氏名及び住所（市区町村のみ）を公表します。 

(6)応募作品は、補作（加筆・修正）を行った上で、採用作品とする場合があります。 

(7)日本国外からの応募は無効とします。また賞品の国外への発送はいたしかねま

すので、あらかじめご了承ください。 

（８）電話やメールでの当選結果のご質問にはお答えできませんので、ご了承くださ

い。 

(９)この募集要項に違反したものは、審査の対象となりません。後日違反が判明し

た場合には、採用を取り消すことがあります。 

(１０) 応募の時点で、この募集要項の記載事項に同意したものとみなします。 

 

 


